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令和元年１２月大竹市議会定例会（第４回）議案の概要 
 
 

 議案番号 件       名 内             容 提案説明者 
 
１ 
 

 
報告第６号 

 
専決処分の報告について 

（工事請負契約の変更） 

（建設部監理課） 

 
議会の議決を得た工事請負契約の変更について，地方自治法第１８０条

第１項の規定により，専決処分したので，同条第２項の規定により報告す

るもの。 

１ 工 事 名  本庁舎耐震改修工事 

２ 工 事 場 所  大竹市小方一丁目地内 

３ 履 行 期 限  令和２年１１月２６日 

４ 専決処分年月日  令和元年１１月２０日 

５ 変更前請負金額  ８９３，１６０，０００円 

６ 変更後請負金額  ９０２，８４６，６００円 

７ 請 負 者  広島県広島市南区西荒神町１番８号 

            株式会社淺沼組 広島支店 

            執行役員支店長 古市 康司 
 

 
建設部長 

 

 
２ 
 

 

議案第 58号 

 

訴えの提起について 

（健康福祉部保健医療課） 

 

国民健康保険における負担の公平性の確保及び保険財政の健全化のた

め，地方自治法第９６条第１項第１２号の規定により，訴えの提起をする

ことについて，市議会の議決を求めるもの。 

１ 訴えの趣旨 

 相手方に対し，損害賠償金として金２，９９４，４２２円及びこれ

に対する平成２９年５月１０日から支払済みまで年５分の割合によ

る金員の支払いを求める。 

２ 事件の内容 

平成２９年５月１０日，相手方が運転する自動車により本市国民健

康保険被保険者が負傷したため，本市が，この治療に要した医療費を

保険給付し，国民健康保険法第６４条第１項の規定に基づき，本市は，

被保険者が相手方に対して有する損害賠償の請求権を代位取得した。 

これまで相手方に対して損害賠償に係る請求を行ってきたが，相手

方に支払の意思がなく，訴訟によるほか解決する手段がないものと判

断し，訴訟を提起するもの。 
 

 

健康福祉

部 長 
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 議案番号 件       名 内             容 提案説明者 
 
３ 
 

 
議案第 59号 

 
大竹市会計年度任用職員の給与及び費

用弁償に関する条例の制定について 

（総務部総務課） 

 
１ 制定の理由 

地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い，会計年度任用職員の

給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるため，本条例を制定しよう

とするもの。 
２ 条例の主な内容 

〔第１条〕本条例の趣旨 

〔第２条〕給与の種類及び支払方法 

〔第３条〕フルタイム会計年度任用職員の給料の決定 

〔第４条～第 10条〕フルタイム会計年度任用職員の給料等 

〔第 11条〕パートタイム会計年度任用職員の報酬の決定 

〔第 12条～第 18条〕パートタイム会計年度任用職員の報酬等 

〔第 19条〕給与の額を算出する場合においての端数処理 

〔第 20条〕給与からの控除 

〔第 21条〕会計年度任用職員の給与の特例 

〔第 22条〕条例の施行に関する委任の規定 

〔附則〕給与に関する特例，単純な労務に雇用される会計年度任用職員

の給与 

３ 施行期日 

 令和２年４月１日 
 

 
総務部長 
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 議案番号 件       名 内             容 提案説明者 
 
４ 
 

 
議案第 60号 

 
会計年度任用職員制度の導入に伴う関

係条例の整理について 
（総務部総務課） 

 

１ 改正の理由 

地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い，会計年度任用職員制

度を導入するため，関係条例の一部を改正しようとするもの。 

２ 改正する条例及び主な内容 

〔第１条〕職員の分限に関する手続及び効果に関する条例 

・休職の効果に関して，会計年度任用職員に係る規定を追加する。 

〔第２条〕職員の懲戒の手続及び効果に関する条例 

・減給の効果に関して，会計年度任用職員に係る規定を追加する。 

〔第３条〕大竹市職員の勤務時間，休暇等に関する条例 

・非常勤職員等の勤務時間，休暇等の規定から，臨時的に任用される

職員を削除する。 

〔第４条〕大竹市職員の育児休業等に関する条例 

・育児休業及び部分休業に関して，会計年度任用職員に係る規定を追

加する。 

〔第５条〕大竹市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例 

・報告事項の対象となる職員に，会計年度任用職員（短時間を除く。）

を追加する。 

〔第６条〕特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例  

・報酬の加算額に関する規程を削除する。 

〔第７条〕一般職の職員の給与に関する条例 

〔第８条〕職員の特殊勤務手当に関する条例 

・対象となる職員から，会計年度任用職員を除く規定を追加する。 

〔第９条〕企業職員の給与の種類及び基準に関する条例 

 ・会計年度任用職員の給与の種類に関する規定を追加する。 

３ 施行期日 

  令和２年４月１日 
 

 
総務部長 
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 議案番号 件       名 内             容 提案説明者 
 
５ 

 
議案第 61号 

 

一般職の職員の給与に関する条例の一

部改正について 

（総務部総務課） 

 
１ 改正の理由 

国家公務員の給与の改定に伴い，本市の一般職の職員に対する住居手

当，期末・勤勉手当の支給割合及び給料月額の支給額を改正するもの。 

２ 改正の主な内容 

(１) 第１条関係 

① 令和元年１２月の勤勉手当の支給割合の変更 

・一般職の職員 ０．９２５月分  → ０．９７５月分 

② 一般職給料表の改定 

・給料月額平均０．１％引き上げ 

(２) 第２条関係 

① 令和２年度以降の住居手当の支給月額の変更 

・下限 １２，０００円  →  １６，０００円 

・上限 ２７，０００円  →  ２８，０００円 

② 令和２年度以降の勤勉手当の支給割合の変更 

・一般職の職員 ０．９７５月分  → ０．９５月分 

３ 施行期日等 

公布の日 

ただし，（２）の規定は令和２年４月１日から施行。（１）①の規定は

令和元年１２月１日，（１）②の規定は平成３１年４月１日に遡って適

用する。 
 

 
総務部長 
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 議案番号 件       名 内             容 提案説明者 
 
６ 

 
議案第 62号 

 
特別職の職員で常勤のものの給与に関

する条例の一部改正について 

（総務部総務課） 

 
１ 改正の理由 

本市の一般職の職員の期末・勤勉手当の改正に伴い，特別職の職員（常

勤）の期末手当の支給割合を改正するもの。 

２ 改正の主な内容 

(１) 令和元年１２月に支給する期末手当の支給割合の変更 

・２．２０月分 → ２．２５月分 

(２) 令和２年度以降に支給する期末手当の支給割合の変更 

・２．２５月分 → ２．２２５月分 

３ 施行期日等 

公布の日 

ただし，（１）の規定は令和元年１２月１日から適用し，（２）の規定

は令和２年４月１日から施行する。 
 

 
市 長 

 
７ 

 
議案第 63号 

 

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等

に関する条例の一部改正について 

（総務部総務課） 

 

 
１ 改正の理由 

本市の一般職の職員の期末・勤勉手当の改正に伴い，議会の議員の期

末手当の支給割合を改正するもの。 

２ 改正の主な内容 

(１) 令和元年１２月に支給する期末手当の支給割合の変更 

・２．２０月分 → ２．２５月分 

(２) 令和２年度以降に支給する期末手当の支給割合の変更 

・２．２５月分 → ２．２２５月分 

３ 施行期日等 

公布の日 

ただし，（１）の規定は令和元年１２月１日から適用し，（２）の規定

は令和２年４月１日から施行する。 
 

 

市 長 
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 議案番号 件       名 内             容 提案説明者 
 
８ 
 

 
議案第 64号 

 
大竹市道路占用料徴収条例の一部改正

について 

（建設部土木課） 

 
１ 改正の理由と内容 

道路法施行令の一部を改正する政令が公布されたことに伴い，市が管

理する道路及びその附属物の占用を許可したときの占用料の徴収につ

いて改正するもの。 

２ 施行期日等 
 令和２年４月 1日 
また，施行期日前に占用の許可を受けたものについては，当該占用の

期間が満了するまでの間は，改正前の占用料を適用する等の経過措置を
規定する。 

 

 
建設部長 

 
９ 
 

 
議案第 65号 

 
広島県市町総合事務組合を組織する地

方公共団体の数の減少及び広島県市町

総合事務組合規約の変更について 

     （総務部総務課） 

 
広島県市町総合事務組合の構成団体である甲世衛生組合が令和２年３

月３１日をもって解散し，同年４月１日から広島県市町総合事務組合を脱

退することに伴い，同組合を組織する地方公共団体の数の減少及び同組合

の規約を変更することについて，関係地方公共団体と協議を行うため，市

議会の議決を求めるもの。 
 

 
総務部長 

 
10 

 
議案第 66号 

 
大竹市さかえ子育て支援センターの指

定管理者の指定について 
（健康福祉部福祉課） 

 
大竹市さかえ子育て支援センターの管理運営を行わせる指定管理者を

指定することについて，市議会の議決を求めるもの。 

１ 指定管理者  社会福祉法人 ひまわり福祉会 

２ 指 定 期 間  令和２年４月１日から令和５年３月３１日まで 
 

 
健康福祉

部 長 

 

 
11 

 
議案第 67号 

 
大竹市松ケ原こども館の指定管理者の

指定について 
（健康福祉部福祉課） 

 
大竹市松ケ原こども館の管理を行わせる指定管理者を指定することに

ついて，市議会の議決を求めるもの。 

１ 指定管理者  松ケ原自治会 

２ 指 定 期 間  令和２年４月１日から令和５年３月３１日まで 
 

 
健康福祉

部 長 
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 議案番号 件       名 内             容 提案説明者 
 
12 

 
議案第 68号 

 
令和元年度大竹市一般会計補正予算

（第３号） 

（総務部企画財政課） 

 

 
１ 歳入歳出予算の補正 

○補正予算額         ５５，７７７千円 

○予算総額      １５，７０８，２７９千円 

【補正予算の内容】 

（歳入） 

・固定資産税現年課税分          △４５，０００千円 

・子ども・子育て支援臨時交付金        １，０６０千円 

・普通交付税                １５，２８４千円 

・児童扶養手当国庫負担金           ７，７７３千円 

・施設等利用給付国庫負担金          ２，１２０千円 

・地域介護・福祉空間整備等交付金       ７，６８１千円 

・児童福祉費国庫補助金              ６４２千円 

・広島県議会議員選挙費県負担金       △８，１７９千円 

・施設等利用給付県負担金           １，０６０千円 

・基金繰入金                １７，３５４千円 

・財産区議会議員選挙費繰入金        △８，８８７千円 

・市有物件災害共済金及び解約金        ２，７５０千円 

・臨時財政対策債              ６２，１１９千円 

（歳出） 

・人事管理事務               ３７，１３４千円 

・庁舎等管理事務               ２，０００千円 

・国庫補助金等返還事務            ６，８１４千円 

・選挙事務                △３８，４０１千円 

・ゆうあいの里ナースコール改修工事      ３，５００千円 

・地域介護・福祉空間整備事業費補助金     ７，６８１千円 

・国民健康保険特別会計繰出金        △８，７００千円 

・後期高齢者医療特別会計繰出金        １，７００千円 

・市立保育所運営管理事業           ６，３００千円 

・児童扶養手当支給事業           ２３，３２１千円 

・未婚児童扶養手当受給者臨時・特別給付金     ４３８千円 

・未就学児安全対策工事            １，５００千円 
 

 
副 市 長 
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 議案番号 件       名 内             容 提案説明者 

    

・備品購入費（自動心肺蘇生装置）       ２，７５０千円 

・幼児教育推進事業              ４，２４０千円 

・総合市民会館改修事業            ５，５００千円 

 

２ 債務負担行為の補正 

 ○変更 

事項 期間 
限度額 

補正前 補正後 

市議会だよりに要する経費 令和 2年度 
1,478 

千円以内 
1,521 

千円以内 

市広報に要する経費 令和 2年度 
8,764 

千円以内 
9,581 

千円以内 

 

３ 地方債の補正 

起債の目的 
限度額 

補正前 補正後 

臨時財政対策債 432,300千円 494,419千円 
 

 
 

 
13 

 
議案第 69号 

 
令和元年度大竹市国民健康保険特別会

計補正予算（第１号） 

（総務部企画財政課） 

 

 
１ 歳入歳出予算の補正 

○補正予算額         △７，７９７千円 

○予算総額       ３，５９８，４８５千円 

【補正予算の内容】 

（歳入） 

・一般会計繰入金              △８，７００千円 

・社会保障・税番号制度システム整備費補助金    ９０３千円 

（歳出） 

・人事管理事務               △９，０００千円 

・国保システム等委託料              ９０３千円 

・損害賠償金請求の訴えに要する費用        ３００千円 
 

 
副 市 長 
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 議案番号 件       名 内             容 提案説明者 
 
14 

 
議案第 70号 

 
令和元年度大竹市後期高齢者医療特別

会計補正予算（第１号） 

（総務部企画財政課） 

 

 
１ 歳入歳出予算の補正 

○補正予算額          ４，７９２千円 

○予算総額         ４８３，２１４千円 

【補正予算の内容】 

（歳入） 

・一般会計繰入金               １，７００千円 

・前年度繰越金                ３，０９２千円 

（歳出） 

・人事管理事務                １，７００千円 

・後期高齢者医療広域連合納付金事務      ３，０９２千円 
 

 
副 市 長 

 

 


